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国
は
国
民
一
人
ひ
と
り
が
食
に
関
す
る
適

切
な
判
断
力
を
身
に
付
け
、
生
活
改
善
に
繋

が
る
こ
と
を
目
指
し
て
２００５
年
７
月
に
食
育
基

本
法
を
施
行
し
、
食
育
推
進
基
本
計
画
を
作

成
し
た
。
基
本
計
画
は
、
基
本
法
の
考
え
方

を
具
体
化
す
る
た
め
に
自
治
体
や
教
育
現
場
、

家
庭
な
ど
で
取
り
組
み
や
す
い
よ
う
国
全
体

の
目
安
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
①
行
政
、

②
教
育
現
場
、
③
各
自
治
体
に
て
今
後
取
り

組
む
予
定
は
あ
る
か
。 

　
昨
年
、
健
康
増
進
計
画
地
域
版
「
笑
顔
　

は
な
咲
く
健
康
く
ま
の
21
」
を
策
定
し
、
そ

の
中
で
「
食
」
に
関
す
る
知
識
と
選
択
す
る

力
の
習
得
に
つ
い
て
、
行
政
・
地
域
・
個
人

そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
示
し
て
い
る
。
今
後
は
、

各
種
講
演
会
や
教
室
の
開
催
、
広
報
等
に
よ

る
情
報
発
信
に
よ
り
、
取
り
組
み
を
地
域
に

広
げ
て
い
き
た
い
。
（
清
代
健
康
課
長
） 

　
「
早
寝
、
早
起
き
、
朝
ご
は
ん
」
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
、
「
食
べ
る
！
　
遊
ぶ
！
　
読
む
！
」

の
子
育
て
の
す
す
め
な
ど
を
基
本
と
し
た
食

育
の
啓
発
普
及
に
努
め
て
い
る
。
具
体
的
に

は
、
給
食
だ
よ
り
の
配
布
や
、
資
料
提
供
を

行
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
長
期
的
展
望
に
よ

り
、
効
果
的
な
施
策
を
全
町
的
な
取
り
組
み

と
し
て
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
（
加
藤
学
校
教
育
課
長
） 

 

①
　
委
託
の
前
後
で
、
経
費
は

い
く
ら
抑
制
さ
れ
た
か
。 

②
　
委
託
を
受
け
た
方
は
、
何

時
間
勤
務
し
、
ど
の
よ
う
な

仕
事
を
し
て
い
る
の
か
。 

③
　
余
剰
金
が
発
生
し
た
場
合

は
、
ど
う
処
理
す
る
の
か
。 

　
各
施
設
の
詳
細
は
、
下
記
の

表
の
と
お
り
。 

ふれあい館、町民体育館、郷土館の委託について問う。 
 
委託の効果は現れてきている。 

（清代健康課長、片川生涯学習課長） 

Q

A

（穏土議員） 

「食育」の普及・充実を。 
 
各種施策により普及・啓発に努めていきたい。 

（清代健康課長、加藤学校教育課長） 

Q

A

（福垣内議員） 

 

 

 

① 

ふれあい館 町民体育館 郷　土　館 

　委託前の平成15年度は約
1,600万円経費を要したが、翌
年度では包括的な業務委託によ
り3分の2程度に削減されている。 

　平成17年度の委託料（人件費
を除く）は、約1,430万円であ
ったが、町が行うべき施設の改
修等を、委託料の範囲内で各種
の管理業務が執行された事に基
づき、ある程度の抑制が図られ
たと考えている。 

 

② 

 
③ 

　開館時間は午前8時半～午後9
時半で、施設管理全般について
委託している。 

　8時間勤務で、体育施設の運
営や維持管理、会計事務、及び
町内体育関係団体の育成・支援
等を行っている。 

　平成17年度は館内展示物の整
理等により休館としたが、一定
期間、土曜・日曜・祝日のみ「商
工会」及び「坊田かずまの会」
に無料で管理を委託した。今年
度は、土曜・日曜・祝日に開館
しており、管理を行う個人と時
間単価による管理委託契約を締
結している。 

質問 

　前年度の実績から算定してお
り、余剰金は出ていない。 

　残額の100分の50に相当する
額を町へ返還することとなって
いる。 




